
伊佐市第５回農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時  平成２５年８月２０日（月）午前８時５５分から９時３５分 
 
２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 
 
３．出席委員  （１９人） 
     会  長      ２１番  
    会長職務代理者    ２０番 
    委  員   １番  ２番  ３番  ４番 

５番  ６番  ９番 １０番 
１１番 １２番 １３番 １４番  
１５番 １６番 １７番 １８番 
１９番     
      

４．欠席委員  （２人） 
    欠 席 者   ７番 ８番  
 
５．議事日程 
 
  第１ 議事録署名委員の指名  （５番委員）（６番委員） 
 
  第２ 議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定につ

いて 
     議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに許

可及び諮問決定について 
      
 

６．農業委員会事務局職員 
      事務局長  農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前８時 ５５分 

 
事 務 局 長 

 

おはようございます。只今より、平成２５年度第５回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                   

議 長 おはようございます。 

 本日は、７番委員・８番委員から欠席届が出されております。 

 本日の出席人員は、１９人で規定に達しておりますので、総会は成立い

たします。  

 先月の２６日にＴＰＰのチラシ配りを、鹿児島の中央駅で行ないました

が、チラシ配りって、簡単には行かない事を体験してきました。  

 やっぱりもらってくれないですね、ただやったってもらってくれない

で、色々説明しながらやっと２００枚ぐらい配ってきました。  

 チラシを貰ってＴＰＰがどんなもか分かってくださいと言ってもらっ

てもらったのですが、配る時には中央駅の施設の中に入って配ると怒られ

るのですよね、許可をもらってするなら良いけど許可をもらわずに中に入

ったら入らないでくださいと言うことで注意を受けていました。 

 

 

 

 ＴＰＰもいよいよ協議に入り年内の妥結しようと進んでいますけど、日

本の不利に成らないような交渉をして頂ければ、不利になるようであれば

脱退すると成るんだと、今のところはその方針でいっていると思いますの

で、そのようにしてもらわなくては困るのですけど、本当に難しいのだと

感じています。 

 

 

 

 

  

議 長 本日の議事録署名委員を、お願いいたします。 

 ５番委員と６番委員に、お願いをいたします。 

 ただいまより総会始めます。 

  

 ―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

  

議 長 事務局より、諸般の報告について報告を求めます。 

 「農地法第１８条第６項の規定よる通知」につきまして報告お願いしま

す。  

  

事 務 局 事務局より諸般の報告いたします。 

 「農地法第１８条第６項の規定よる通知」につきまして、農業経営基盤

強化促進法による利用権の合意解約について報告いたします。  

 資料の１ページであります、農業経営基盤強化促進法による利用権の合
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 意解約が７件ありましたのでご報告いたします。 

  

議 長 報告が終りました。 

 委員の皆さん質問はありませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

  

 ―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

  

議 長 議案第 1 号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。  

 事務局の報告を求めます。 

  

事 務 局 議案第 1 号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

についてご説明いたします。  

 ８－１ページをお開きください。 

 期間は、２年８カ月から１０年２カ月で、面積の合計は、田５５，８６

０㎡、畑９，１１３㎡、合計６４，９７３㎡です。  

 利用権設定をする者の数１０人、設定を受ける者の数８人です。 

 土地の明細書等につきましては、４ページから８ページの整理番号１番

から１０番の通りです。  

 皆様のご審議方よろしくお願いします。 

  

議 長 只今事務局の報告が終わりました。 

 委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということですので、お諮りいたします。 

 議案第 1 号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手 

 よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意

見については、決定いたしました。  

  

 ―――――――― 議案第２号 ―――――――― 
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議 長 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定について

提案します。  

  

議 長 整理番号１番・２番・３番については、譲受人が同一人ですので一括し

て、担当委員の報告を求めます。  

 １番委員。 

  

１ 番 委 員 調査日は去る８月１６日です。１番が報告いたします。 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号１番・２番・３番については、譲受人が同一人ですので一緒に報告

いたします。 

 

 

 渡し人は、鹿児島市西陵二丁目、ＫＴさん、所在地、菱刈前目字東水流、

地目畑、面積１６８㎡、他１筆、面積４７２㎡。  

 整理番号２番は、住所、姶良市東餅田、ＫＴさん、所在地、菱刈前目字

東水流、畑、面積７１４㎡。  

 整理番号３番は、住所、伊佐市菱刈荒田に居住のＫＭさん、所在地、菱

刈前目字東水流、地目畑、面積２３０㎡。  

 整理番号１番・２番・３番の合計面積が１，５８４㎡。 

 受人の、住所、伊佐市菱刈川北、ＯＭさん齢は、５４歳、家族でシクラ

メン等を栽培しておられます。  

 受人の、経営面積は、３，９９９㎡、今回１，５８４㎡で、合計５，５

８３㎡になりますので、取得可能面積であります。  

 法律関係は売買です。相手方の要望です。 

 Ｏさんは規模拡大との事でした。 

 申請地は、築地交差点を西に約１キロ行ったところです。東は畑、西も

畑、南は田んぼ、北も畑というところです。  

 農機具等は良く完備されておりました。 

 以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当しな

いと思われますので、許可相当と思われます。  

 添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

 皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終ります。 

  

議 長 １番委員の調査報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （はい、という声あり。） 

  

議 長 １６番委員 
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１６番委員 ３筆で面積はいくらと言いやったですかね。 

  

１ 番 委 員 １，５８４㎡で、１つの細長い畑を兄弟で４筆に割って、今まで耕作さ

れていた溝口さんが、返されたから買ってくれとのことです。  

  

１６番委員 １，５８４㎡と、言いやったですね。 

  

１ 番 委 員 はい、１，５８４㎡です。 

  

議 長 他に、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 整理番号１番・２番・３番について、１番委員の調査報告のとおり、許

可することに賛成の委員の挙手を求めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号１番・２番・３番、許可が決定しました。 

  

議 長 整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

 １３番委員。 

  

１３番委員 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号４番について、８月１３日に現地調査いたしましたので、１３番が

報告いたします。 

 

 

 申請人で、受人のＫＴさんは、伊佐市大口篠原に居住にされ自治会は、

陣ノ尾です。  

 渡し人、ＫＩさんとは兄弟で、姉のＴさんに贈与されます。 

 また、Ｔさんの経営面積は、１６，３３２㎡を耕作されており、取得可

能面積であります。  

 申請地は、大口篠原字屋敷田、田、３，２７７㎡と同じ篠原字大道、畑、

３１㎡の合計３，３０８㎡を、贈与されます。  

 農機具等は全て自己所有されており、当申請は、農地法第３条２項の各

号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。  

 添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

 委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 
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議 長 １３番委員の調査報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 １３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

  

議 長 整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

 １８番委員。 

  

１８番委員 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号５番について、去る８月１６日に現地調査いたしましたので１８番

が報告いたします。 

 

 

 申請人、ＴＺさん、伊佐市大口青木に居住にされ、自治会は多々良石で、

年齢は２６歳であります。  

 渡し人、ＴＲさんは、Ｚさんの母親で同居されておられます。 

 年齢は５３歳であります。 

 申請地は、伊佐市大口青木字長葉山、他、畑が３筆で、地籍は２，２７

３㎡で、水田が伊佐市大口青木字荒谷、他８筆で、地籍は１０，６７７㎡

で、取得可能面積であります。 

 

 

 親から子への贈与であります。 

 農業従事者は２名であります。 

 通作距離は、自宅を中心に２キロ以内で経営意欲もあり、農機具等は完

備されております。  

 以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当しな

いと思われますので、許可相当と思われます。  

 それから総会の資料に載ってますが、大口青木字野牟田原、地籍は６７

㎡で、これが現況は原野となっておりますが、現地を見たところでは、水

路が付いていない、いわゆる天水田と言うことで、その年によって水が無

いときには作れないという状況で、また水があれば作れる状況ではありま

す。 

 

 

 

 

 添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 
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 委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終ります。

  

議 長 １８番委員の調査報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 整理番号５番について、１８番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

  

議 長 整理番号６番について、担当委員の報告を求めます。 

 ３番委員。 

  

３ 番 委 員 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号６番について、去る８月１２日に、申請人ＫＫさん立会いのもと現

地調査いたしましたので３番が報告いたします。 

 

 

 申請人、ＫＫさんは、大口里に居住され、自治会は小水流で、年齢は８

３歳であります。  

 譲渡人、ＫＩさんは、大阪府堺市北区長曽根町にお住まいで、年齢は８

０歳であります。  

 申請地は、大口里字提燈水流で、地目は田で、面積は５９０㎡であり、

兄弟関係で弟さんから兄さんへ無償贈与されるものであります。  

 現地は、ＯＴ店の南側約５００ｍ位に位置し、四方水田に囲まれた所で、

現在Ｋさんが耕作されています。  

 通作距離も自宅から約１キロ位で、現在１１，２３５㎡耕作していて、

取得可能面積であります。  

 農機具もトラクター、田植機等そろっていて耕作意欲のある方でありま

す。  

 以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当しな

いと思われますので、許可相当と思われます。  

 添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

 委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終ります。

  

議 長 ３番委員の調査報告が終わりました。 
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 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 整理番号６番について、３番委員の調査報告のとおり、許可することに

賛成の委員の挙手を求めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

  

議 長 整理番号７番について、担当委員の報告を求めます。 

 １９番委員。 

  

１９番委員 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち、整

理番号７番について、去る８月１６日に現地調査を行ないましたので１９

番が報告をいたします。 

 

 

 申請人、ＫＳさんは、伊佐市大口針持に居住され、自治会は小谷で、年

齢は５４歳です。  

 渡人、亡ＯＡさんは、伊佐市大口針持で、自治会は針持田代ですが、平

成２３年２月に死亡され存命ならば、６４歳になられます。  

 申請地は、大口針持字鳶巣、地目は畑、地積は３９３㎡であります。 

 法律関係は、所有権無償の遺贈であります。 

 受人の、経営面積は１６，１７５㎡で、取得可能面積であります。 

 農業従事者は２名で、通作距離は自宅より１．５キロ位で、また、生産

牛を６０頭飼育されている畜舎より１００ｍ位の所であります。  

 現地は草が生えていました。 

 Ｋさんは、経営意欲はあり、農機具等も完備されております。 

 以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当しな

いと思われますので、許可相当と思われます。  

 添付書類として全部事項証明書・家庭裁判所の審判・字図・委任状等が

添付してあります。  

 委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終わり

ます。   

  

議 長 １９番委員の調査報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 整理番号７番について、１９番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

  

議 長 整理番号８番について、担当委員の報告を求めます。 

 １４番委員。 

  

１４番委員 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号８番について、去る平成２５年８月１６日に、申請人ＨＲ氏立ち会

いのもと現地調査を行ないましたので、１４番が報告をいたします。 

 

 

 申請人の譲渡人、ＨＳ氏、伊佐市菱刈前目に居住の、７６歳です。 

 譲受人は、伊佐市菱刈前目に居住のＨＲ氏、７２歳です。 

 経営面積は１３，４２６㎡で、取得可能面積であります。 

 農業従事者は２名です。 

 今回は、売買による所有権移転の申請です。 

 申請地は、伊佐市菱刈前目字星熊原です。 

 地目は田、面積は５５５㎡です。 

 所在地は、湯之尾滝から直線で１キロ西側に位置しています。 

 現在受人の、ＨＲ氏が耕作している田であり周囲の状況は、北、西側は

住宅、東は田、南は道路で、日照条件も良く、綺麗に耕運管理せれていま

した。 

 

 

 なお、ＨＲ氏は、認定農家で耕作意欲もあり、夫婦で農業に従事されて

いました。  

 農機具等はトラクター、コンバイン、田植え機全て完備されておりまし

た。  

 添付書類として全部事項証明書・農地法第３条許可申請書、字図、全て

揃っております。  

 以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当しな

いと思われますので、許可相当と思われます。  

 委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終わり

ます。   

  

議 長 １４番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は
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 ございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 １４番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号８番は、許可が決定しました。 

  

議 長 整理番号９番は、１２番委員が譲受人となっていますので、農業委員会

法第２４条の規定に基づき議事に参与できませんので、審議開始から終了

まで１２番委員は退席をお願いします。 

 

 

 関係議案終了後に入室、着席していただきます。  

 それでは、１２番委員の退席をお願いします。  

 （１２番委員退席）  

  

議 長 担当委員の報告を求めます。 

 １５番委員。 

  

１５番委員 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち、整

理番号９番について、現地調査を行ないましたので１５番が報告をいたし

ます。 

 

 

 譲渡人が、埼玉県新座市東北２丁目に、お住まいのＴＹさん。 

 譲受人が、伊佐市菱刈前目、ＴＳさん６７歳、自治会は本町でございま

す。  

 所在地は、菱刈前目字馬頭水流、地目は畑で、３０８㎡ 

 現在は、作物の作付けが無い状況です。 

 受人の、経営面積は４３，４５９㎡で、取得可能面積であります。 

 受人は、経営規模拡大と言う申請理由であり、法律関係は所有権移転売

買でございます。  

 譲渡人が、県外に住んでいらしゃるということで、こちらに有る田畑を、

処分をしたいと希望もあったようでございます。  

 詳細の調査内容ですが、申請地の位置は、まごし温泉から南西方向に約

３００から４００ｍ位のところに位置しておりまして、現況は畑ですが、

先ほどももうしましたが、今は作物を作付けない状態です。 

 

 

 受人は、経営規模拡大と言う申請理由であり、経営意欲はあり、農機具
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 等も完備されております。 

 以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当しな

いと思われますので、許可相当と思われます。  

 添付書類として全部事項証明書・字図等が添付してあります。 

 委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終わり

ます。   

  

議 長 １５番委員の報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 １５番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号９番は、許可が決定しました。 

  

議 長 ここで、１２番委員の入室をお願いします。 

 （１２番委員 着席） 

  

議 長 整理番号１０番について、担当委員の報告を求めます。 

 ５番委員。 

  

５ 番 委 員 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち、整

理番号１０番について、去る８月１７日、譲受人ＴＴさん立ち会いのもと

現地調査を行ないましたので５番が報告をいたします。 

 

 

 譲受人、ＴＴさんは、大口曽木に居住され、自治会は曽木で、年齢は６

５歳であります。  

 渡人、ＫＩさんは、大口原田に居住され、自治会は水ノ手で、年齢は７

６歳であります。  

 申請地は、大口宮人字小ヶ倉、他４筆で、いずれも地目は田で、地籍は

９，８９０㎡で、所有権移転は売買であります。  

 現況は、背の低い雑草が繁茂しており、不耕作地となっていますけれど

も、少し手入れすればすぐにでも耕作出来る状態であります。  

 申請の５筆の内２筆が、現況で山林となっていますが、樹木などは、全

然生えておらず、山林の形跡さえありませんでした。  
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 申請地の位置は、羽月西小学校前の広域農道を、曽木の滝方向に車で２

～３分行った道路脇にあります。  

 株式会社ＳＨの南側にあります田んぼで、周囲は全て山林であります。

 農業従事者は２人で、通作距離は自宅から１０分位であります。 

 受人の、経営面積は、１０，１９６㎡で、取得可能な面積であります。 

 受人は、経営規模拡大と言う申請理由であり、耕作意欲はあり、農機具

等は完備しております。  

 以上のような理由により、当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないものと思われますので、許可相当と思われます。  

 添付資料としまして、全部事項証明書、位置図、字図が添付されており

ます。  

 委員皆様方のご審議方をお願いいたしまして、私の報告を終わります。

  

議 長 ５番委員の報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りします。 

 ５番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求め

ます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号１０番は許可が決定しました。 

  

議 長 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定について、

申請件数１０件について、１０件の許可が決定しました。  

  

 ―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議 長 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について整理番号１番について、担当委員の報告を求

めます。 
 

 

１３番委員。  

  

１３番委員 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について、８月１６日に８番委員、１８番委員、１３

番、行政書士Ｔさん、申請人の父親立ち会いのもと調査いたしましたので
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１３番が報告いたします。  

 申請人の、ＮＳさんは、伊佐市大口里に居住され、自治会は西本町で、

年齢は３７歳。  

 今回、実家の近くに祖母のＮＭさんの田んぼに、一般住宅を新築される

事になり贈与で取得されます。  

 所在地は、大口目丸字村中、田、面積５０１㎡、地目は田となっており

ますが、長年父親が水稲の苗床用として利用されています。  

 周囲は、南側祖母の家、西は道路、東は田、畑、北は田となっており周

囲に及ぼす影響は無いと３人で協議しました。  

また、浄化槽は市の排水路に流すとのことです。  

 添付書類として、事業計画書、被害防除計画書、全部事項証明書、委任

状が提出されており問題はないと判断いたしました。  

 委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

  

議 長 １３番委員の報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りいたします。 

 １３番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

  

議 長 整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 
２０番委員。  

  

２０番委員 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について、整理番号２番につきまして、去る１６日、

９番委員と私２０番と立会人として行政書士のＴＲさん、事務局からＫさ

ん立会いで、共同調査をいたしました２０番が調査の結果を報告いたしま

す。 

 

 

 

 

 受人は、東京都墨田区向島２丁目に居住されている、ＴＹさん。 

 譲渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されている、ＹＭ男さん８５歳、自治

会は山田中原であります。  

 本申請は、所有権移転売買で、転用目的は、現在東京に在住しています
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が、今回郷里に帰って住宅を建設したいとの事であります。  

 申請地の所在地は、大口里字羽祢田島で、地目は田、面積は３１３㎡で

あります。  

 申請地の所在地は、大口警察署前信号機より北側に２００ｍ位行った道

路沿いであります。  

 南側は道路、北側は田、東側は雑種地、西側は休耕田で、周囲にあたえ

る影響はないと思われます。  

 また、汚廃水処理生活排水については、合併浄化槽を設置するようにな

っています。  

 添付書類として、事業計画書、全部事項証明書、配置図、住民票、融資

内定通知書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、委任状等が提出

されております。 

 

 

 調査の結果この申請について９番と２０番で協議した結果、適切である

と判断いたしましたので、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまし

て報告を終ります。 

 

 

  

議 長 ２０番委員の報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りいたします。 

 ２０番委員の報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定すること

に賛成の委員の挙手を求めます。  

 （全員挙手） 

  

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

  

議 長 整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 
３番委員。  

  

３ 番 委 員 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について、整理番号３番につきまして、８月１６日、

申請人の、Ｋ・Ｓ・Ｚ、マネジャーＴＩさん立会いのもと、１６番委員と

２１番委員、事務局Ｋさん、私３番と共同調査をいたしましたので、３番

が報告いたします。 

 

 

 

 

 申請人、Ｋ・Ｓ・Ｚ、は、東京都新宿区に本社を有する会社であります。

 譲渡人は、ＯＨさん外３名で、大口白木にお住まいの５０歳で、冨ヶ丘
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 自治会の４名の代表であります。 

 本申請は賃借権で、転用目的は太陽光発電施設として利用されものであ

ります。  

 出力は２，０００ｋｗ、総事業費６億円となっており、平成２６年８月

完成の予定であります。  

 申請地の所在地は、大口白木字山神、畑、外３筆で、合計面積１１，１

９５㎡であります。  

 農地区分は第２種農地で、その他農地となっております。 

 ここは、昨年遊休地調査した所で、今年３月か４月に農業振興地を除外

された所でもあります。  

 冨ヶ丘集落の一番東側で、東、南、北側原野に囲まれ、西側畑でありま

す。  

 少し勾配があり雨水等の処理に、十分注意され施行されるよう要望し３

名の調査委員の意見において許可相当としました。  

 添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、会社の定款、融

資証明書、被害防除に関する誓約書、被害防除計画書、位置図、字図、平

面図等が提出されております。 

 

 

 委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終ります。

  

議 長 ３番委員の報告が終わりました。 

 委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 なしということでございますので、お諮りいたします。 

 報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定することに賛成の委員

の挙手を求めます。  

 （全員挙手） 

議 長 全員挙手。 

 よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

  

議 長 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について、申請３件のうち許可及び諮問３件が決定し

ました。 

 

 

  

議 長 その他 事務局お願いします。 

  

月例報告です。 事 務 局 

最後のページになります。  
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８月分の月例報告です。  

１６日を中心に現地調査をやって頂きました。  

本日２０日が、第５回目の農業委員会の総会でございます。  

 ２６日月曜日が、８月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございま

す。  

９月の行事予定ですが、１７日を中心に現地調査をお願いします。  

２０日が、第６回目の農業委員会の総会になります。  

２６日が、９月の定例常任会議員会議になります。  

以上です。  

  

議 長 その他、皆様ありませんか 

 （「なし」という声、多数あり。） 

  

議 長 ９日に農業者年金推進及び女性農業委員の方々の研修がございました。

 その中で、２５年度からの加入推進について、中期目標・中期計画２５

年から２７年これに２０歳から３９歳までの基幹的農業従事者の内農業

者年金の被保険者の割合を現在の１３％から２７年度末までに２０％に

拡大する事で、２５年度新規加入者目標は全国で４，５００名、鹿児島県

は１６７名で、伊佐市は１２名となっております。  

 

 

 

 

 ２０歳から３９歳までの若い担い手２，７００人が全国の目標で、鹿児

島県は９３名で、伊佐市は２５年度２名となっております。  

 伊佐市は、今のところ目標には達成しておりますが、我々農業委員とし

ては、農業者年金加入資格のある方に、この情報を提供するという使命、

義務がありますので、ぜひ皆さんこの農業者年金の制度について皆さんに

普及してくださるようお願いしたいと思います。 

 

 

 

 あわせて、農業新聞も推進をお願いします、まず自分が農業新聞を購読

する、農業新聞を良く読んで皆さんに普及するとゆうようなことを実施し

ていただきたいと思います。 

 

 

 農業者年金も一緒で、自分の関係者がそうゆう資格者がいたら加入をよ

ろしくお願いします。  

 情報があったら係りの方に、提供していただいてそして係りと共に推進

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

  

これで、平成２５年度第５回農業委員会総会を終ります。  

事 務 局 長 姿勢を正してください。 一同礼。 

  

 終了時間  午前９時３５分 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 
 

伊佐市農業委員会 

会      長   会   長 

         
 

伊佐市農業委員   5 番 委 員 

         
 

伊佐市農業委員   6 番 委 員 
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